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大証「Ｊ－ＮＥＴ市場における自己株式取得取引」による自己株式の買付けに関するお知らせ 
 

当社は、平成２５年４月８日開催の取締役会において、会社法第１６５条第３項の規定により読み

替えて適用される同法第１５６条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしましたが、

具体的な取得方法について下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 取得の方法 

本日（平成２５年４月８日)の終値（最終特別気配値段及び気配値段を含む。）１,５６２円で、平

成２５年４月９日午前８時４５分の大阪証券取引所のＪ－ＮＥＴ市場での自己株式取得取引に関

する委託を行う（その他の取引制度や取引時間への変更は行わない。）。 

 

２． 取得の内容 

 (１) 取得する株式の種類   当社普通株式 

 (２) 取得する株式の総数   １,２００,０００株 

（注１）当該株式数の変更は行わない。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行わ

れない可能性もある。 

（注２）取得予定株式数に対当する売付注文をもって買付けを行う。 

 

３． 取得結果の公表 

平成２５年４月９日午前８時４５分の取引終了後に取得結果を公表する。 

 

４． その他 

当社は、当社株主である代表取締役社長兼会長 谷口義晴（以下「谷口義晴」という。）より、そ

の保有する当社普通株式の一部である６００，０００株をもって当社によるＪ－ＮＥＴを通じた上

記自己株式取得に応ずる意向を有している旨の連絡を受けております。 

また、当該自己株式取得により取得した株式数が、上記取締役会において決議いたしました取得す

る株式の総数又は株式の取得価額の総額に満たない場合には、市場環境等を考慮した上で、自己株

式の取得を継続して実施する可能性がありますが、かかる自己株式取得に谷口義晴が応ずるか否か

及び応ずる場合の株式数は未定です。 



 

 

なお、本日別途開示しております「２０１８年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行

に関するお知らせ」に記載のとおり、谷口義晴は、上記Ｊ－ＮＥＴを通じた当社普通株式の当社へ

の売付けその他所定の場合を除き、日本セラミック株式会社２０１８年満期ユーロ円建転換社債型

新株予約権付社債に係る引受契約の締結日から払込期日後９０日間を経過するまでの期間中、

Nomura International plcの事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式の売却等を行

わない旨合意しております。 

 

 （ご参考） 

自己株式の取得に関する決議内容（平成２５年４月８日公表分） 

 取得する株式の種類  当社普通株式 

 取得する株式の総数         １,５００,０００株 （上限） 

 株式の取得価額の総額         ２０億円 （上限） 

 取得する期間  平成２５年４月９日から平成２５年１２月３１

日まで 

 

以 上 


